
（仮訳） 

 

がんとの闘いに関する首脳による呼びかけ 

 

我々、Ｇ７首脳は、がんとの闘いを加速させるとのコミットメントを再確認する。Ｇ

７のパートナー国であるブラジル、エジプト、インド、ケニア及び大韓民国も、このが

んとの闘いに関する呼びかけを支持する。 

 

がんは世界中で毎年１，０００万人近くの命を奪っており、人口の高齢化及び環境

的かつ行動的リスク要因との相互作用を考慮すると、２０５０年までに世界的に新

規症例は８０％増加する見込みであり、社会、保健システム 及び経済にますます 

重い負担をかけることになる。検診、診断、ケア等を通じたものを含む がん予防

へのアクセス改善は実現可能であるとともに、実現すべきである。いくつかの重要

な分野では大きな科学的進歩が達成されている一方で、研究活動と、革新的な医

療へ迅速に応用する取組の方向性を揃えることによって、進展を加速させるべき

である。この点に関し、我々は、こうした進展により子宮頸がんの撲滅が手の届く

ところまできたことを歓迎するとともに、我々は、その実現に向けて我々の取組を

加速する。 

 

我々は、国際的な科学協力を深化させ、予防と早期発見における継続的なギャッ

プを埋めるとともに、がん分野における進歩が全ての患者に行き届くことを確保

する決意である。我々が指導的役割を担ってきた既存の資金面での取組と共有さ

れた世界規模の責任を認識しつつ、我々は、がんの研究開発を推進するための取

組を強化することにコミットする。 

 

我々は、国際的、地域的及び国家的なイニシアティブを通じて達成された科学的進

歩を称賛する。我々は、がん研究プログラムの整合化、主要ながん研究所間の連携

強化、及び小児・思春期がんに関する相互運用可能なデータ標準の推進において、

具体的な進展を遂げた。 

 

小児、思春期及び若年成人のがんに関する国際的なデータアクセスの加速 

 

我々は、小児、思春期及び若年成人のあらゆる種類の腫瘍タイプについて、確固た

る根拠 を生み出す十分なデータを保有している国は存在しないことを認識する。

我々の法制度 、優先事項、能力及び資源に従い、かつプライバシー、データ保護及

び知的財産権に関する適用可能な規則を遵守しつつ、既存の国際的、地域的、国



家的なイニシアティブを踏まえ、我々は以下の取組を進める意図を有する 。  

 

⚫ 適切な場合、既存のデータ資源とプログラム間の連携を促進し、各国の登録制

度を橋渡しし、相互運用性基準を推進し、各国の権限能力を尊重しつつ適用可

能な法的、規制上の枠組みに従い、責任ある国境を越えたデータ連携を可能

にする。 

  

⚫ 臨床、ゲノム、画像データを含む大規模かつ多次元 データの統合を支援し、適

切な場合には法的規制の枠組みに従って、人工知能を活用し、直接的なデー

タ転送を必要とせずに安全かつ確実なデータ利用を可能にする。 

 

⚫ 既存の国際的、地域的及び国家的イニシアティブを踏まえ、重複を回避し、ギャ

ップを埋め、小児、思春期及び若年成人のがんに関する国際的な研究協力を

強化する。 

 

予後不良のがんとの闘いの強化 

 

我々は、予後不良のがんによる死亡率が、最も重要な世界的な科学的課題の一つ

であることを認識する。既存の国際的、地域的及び国家的イニシアティブを踏まえ、

我々は以下の取組を進める意図を有する： 

 

⚫ 予後不良のがんに関する研究を支援し、これらを主要な世界的課題として認

識し、予後不良のがんに関する共通の国際的定義及び研究課題の確立に向け

た取組を支援する。 

  

⚫ 予後不良のがんの生存率を改善し、特に今後１０年間で肺がんの死亡率を大

幅に低下させるため、各国の保健システム及び事情に応じ、適切な場合に、検

診プログラムの展開及びより多くのがんをステージ１で診断するための野心的

な目標を設定する。 

 

⚫ 革新的な国際研究プログラムを促進し、臨床試験における協力を強化すると

ともに、デジタル技術、人工知能、量子研究などを通じたものを含め、科学的

進歩の患者のための臨床実践への移行を加速させる。 

 

全ての人に対する質の高いがん医療へのアクセス強化 

 



我々は、全ての人に対する質の高いがん医療へのアクセスが依然として喫緊の課

題であることを認識する。我々は、以下の取組を進める意図を有する：  

  

⚫ 全ての人へ、質の高いがん医療を提供できる、強靱かつ自立した保健システム

の強化に向けた各国主導の取組を支援する。 

 

⚫ 研究の卓越性、医療の質及び教育の拠点として、国際的な包括的がんセンター

の開発を奨励する。 

 

⚫ 患者のプライバシーを保護しつつ、早期発見の改善、臨床的な意思決定の支援、

緩和ケアの強化、及び全ての人に対する根拠に基づくケアの範囲を拡大する

ため、根拠に基づくデジタル技術、人工知能及び量子研究の安全で、責任ある、

信頼できる利用を促進する。 

 

我々はこれらのコミットメントに引き続き関与し、進捗を検証する。 

 

本呼びかけは、パートナー国との有益な意見交換を踏まえ、Ｇ７加盟国間の協議の

結果を反映するものである。 


